
 

議案第４７号 

 

木津川市組織条例及び木津川市職員定数条例の一部改正について 

 

木津川市組織条例（平成１９年木津川市条例第１４号）及び木津川市職員定数条例

（平成１９年木津川市条例第２３号）の一部を別紙のとおり改正する。 

 

令和元年８月２９日提出 

 

木津川市長 河井 規子   

 

 

 

 

 

提案理由 

 多様化する行政課題に迅速に対応し、高い市民サービスを提供する組織機構を構築

するとともに、「地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律（平成２９年法

律第２９号）」の公布に伴う会計年度任用職員制度を設けるため、関係条例について

所要の改正を行うものです。 

 

 

 

  



 

木津川市条例第  号 

 

   木津川市組織条例及び木津川市職員定数条例の一部を改正する条例（案） 

 

 （木津川市組織条例の一部改正） 

第１条 木津川市組織条例（平成１９年木津川市条例第１４号）の一部を次のように

改正する。 

  第２条第４号中オ及びカを削り、キをオとし、クをカとする。 

 （木津川市職員定数条例の一部改正） 

第２条 木津川市職員定数条例（平成１９年木津川市条例第２３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第１条中「臨時又は非常勤の職員」を「非常勤職員」に改める。 

  第２条第１号中「４５１人」を「３６４人」に改め、同条第３号中「８０人」を

「１６７人」に改める。 

 

附 則 

 この条例は、令和元年１１月１日から施行する。ただし、第２条中第１条の改正規

定は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

  



 

参考資料（議案第４７号） 

木津川市組織条例及び木津川市職員定数条例の一部改正について 

木津川市組織条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表（第１条関係） 

（新） 

第１条 （略） 

（分掌事務） 

第２条 各部の分掌する事務は、おおむ

ね次のとおりとする。 

（１）～（３） （略） 

（４） 健康福祉部 

ア～エ （略） 

 

 

オ・カ （略） 

（５）・（６） （略） 

第３条・第４条 （略） 

（旧） 

第１条 （略） 

（分掌事務） 

第２条 各部の分掌する事務は、おおむ

ね次のとおりとする。 

（１）～（３） （略） 

（４） 健康福祉部 

ア～エ （略） 

オ 保育園に関すること。 

カ 認定こども園に関すること。 

キ・ク （略） 

（５）・（６） （略） 

第３条・第４条 （略） 

 

  



 

木津川市職員定数条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表（第２条関係） 

（新） 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、市長、議会、選挙

管理委員会、監査委員、公平委員会、

農業委員会、教育委員会及び水道事業

の各機関に勤務する一般職の職員（非

常勤職員を除く。以下同じ。）の定数

に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

 （職員の定数） 

第２条 職員の定数は、次に掲げるとお

りとする。 

 （１） 市長の事務部局の職員 ３６

４人 

 （２） （略） 

 （３） 教育委員会の事務部局及び教

育委員会の所管する学校その他の

教育機関の職員 １６７人 

 （４）～（９） （略） 

第３条 （略） 

 

（旧） 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、市長、議会、選挙

管理委員会、監査委員、公平委員会、

農業委員会、教育委員会及び水道事業

の各機関に勤務する一般職の職員（臨

時又は非常勤の職員を除く。以下同

じ。）の定数に関し必要な事項を定め

るものとする。 

 （職員の定数） 

第２条 職員の定数は、次に掲げるとお

りとする。 

 （１） 市長の事務部局の職員 ４５

１人 

 （２） （略） 

 （３） 教育委員会の事務部局及び教

育委員会の所管する学校その他の

教育機関の職員 ８０人 

 （４）～（９） （略） 

第３条 （略） 

 

 

 

 



  年 月 日 
政策等の形成過程の説明資料 

  年 月 日 

議 案 名 
議案第４７号 木津川市組織条例及び木津川市職員定数条例の
一部改正について 

担 当 課 学研企画課 企画政策係 

 
提案事項の概要等 
（必要性、効果等） 

 
 

多様化する行政課題に迅速に対応し、高い市民サービスを提供

する組織機構を構築するとともに、「地方公務員法及び地方自治

法の一部を改正する法律（平成２９年法律第２９号）」の公布に

伴う会計年度任用職員制度を設けるため、関係条例について所要

の改正を行うものです。 

提案に至るまでの経緯 

・関係部署と協議・検討を行い、改正案を策定。 

・政策会議（８月８日） 

市 民 参 加 の 状 況 

□有  ■無 

 

市総合計画の位置付け 

基 本 方 針 
７ 効果的・効率的な行政運営と市民に開かれたま
ちづくり 

政 策 分 野 １７ 行財政運営 

施 策 
⑤ 組織・人材育成 
ア．組織・機構の強化 

概 算 事 業 費 
( 単 位 : 千 円 ) 

□単年度（  年度） 
□複数年度（  年度） 

 

将来にわたる効果及び
経費の状況 

市民サービスの向上や、特色・魅力あるまちづくりを推進する

とともに、限られた人員を最大限に活用することで、より効率的

な組織機構の構築を図ります。 
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